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令和３年度 山形地方最低賃金審議会（第６回）議事次第 

 

 

１ 開   会 

 

 

２ 議   事 

（１）令和４年度 特定(産業別)最低賃金の金額改正に関わる意向表明について 

 

（２）次年度の山形地方最低賃金審議会開催日程について 

 

 

３ そ の 他 

 

 

４ 閉   会 
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資料№１

（令和４年２月８日現在）

区分 氏　　　　名 現　　　　　　　　　　職

押 野 正 德 公　認　会　計　士

コーエンズ久美子 山　形　大　学　教　授

本 間 佳 子 弁　護　士

丸 山 政 己 山　形　大　学　准　教　授

村 山 永 弁　護　士

大 類 亜 季 山形トヨタ自動車労働組合　執行委員

小 川 修 平 連合山形　副事務局長

柿 崎 隆 英 電機連合　山形議長

長 瀬 久 子 ＵＡゼンセン　おーばん労働組合　執行委員

長 谷 部 泰 晴 ＵＡゼンセン山形県支部　運営評議会議長

岩 田 雅 史 山形商工会議所　専務理事

太 田 宏 明 山形県商工会連合会　専務理事　

大 沼 拓 雄 (株)ハッピージャパン 取締役総務企画部長

加 藤 祐 悦 山形県中小企業団体中央会　副会長兼専務理事

丹 哲 人 （一社）山形県経営者協会　専務理事

　　◇　委員の配列は五十音順による。(◎　会長　　○　会長代理）

労働者代表柿崎委員は、令和３年１２月１日発令

使用者代表大沼委員は、令和４年２月８日発令

任命年月日：令和３年４月１日（任期：２年）

使
用
者
代
表

労
働
者
代
表

山形地方最低賃金審議会委員名簿（第５２期）

公
益
代
表

〇

◎
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月日 審議事項 月日 審議事項 月日 審議事項 月日 審議事項 月日 審議事項 月日 審議事項

運営規程確認 部会長選出 部会長選出 部会長選出 部会長選出 部会長選出

地域最賃改正諮問 運営規程確認 運営規程確認 運営規程確認 運営規程確認 運営規程確認

審議日程協議 専門部会審議日程 基礎調査結果報告 基礎調査結果報告 基礎調査結果報告 基礎調査結果報告

専門部会設置 改正金額審議 審議日程協議 審議日程協議 審議日程協議 審議日程協議

参考人意見聴取

目安伝達

最賃基礎調査結果説明

地域最賃部会報告

地域最賃改正答申

特賃必要性有無諮問

特賃必要性有無審議

地域最賃異議諮問

地域最賃異議審議

地域最賃異議答申

特賃必要性有無答申

特賃金額改正諮問

特賃専門部会設置

特賃改正部会報告

特賃金額改正答申

特賃申出意向表明
次年度審議会日程

令和３年度　山形地方最低賃金審議会開催状況

回
　
数

本　　審 地域最賃専門部会

特　定　最　賃　専　門　部　会

一般機械機器製造業 電気機械器具製造業 自動車・附属品製造業 自 動 車 整 備 業

改正金額審議

9/28

2 7/26 7/27 改正金額審議 9/29 改正金額審議 9/29

1 6/23 7/20 9/28 9/28 9/28

10/11

改正金額審議 10/6 改正金額審議 10/5

改正金額審議 10/11 改正金額審議

4 8/24 7/30 改正金額審議 10/18

3 8/6 7/28 改正金額審議 10/8 改正金額審議 10/12 改正金額審議

改正金額審議
（部会結審）

10/20

5 10/25 8/2 改正金額審議

改正金額審議
（部会結審）

改正金額審議
（部会結審）

10/22
改正金額審議
（部会結審）

10/19

7 8/6
改正金額審議
（部会結審）

6 3/17 8/4 改正金額審議
特賃適用事業所・労働
者数報告

資料№２－１ 5



令和３年度　最低賃金改正決定状況

件  名
必 要 性
諮問月日

金額改正
諮問月日

専門部会
結審日

専門部会
採決状況

専門部会
開催回数

本　審
結審日

本　　審
採決状況

改正前
時間額

改　正
時間額

引上げ額 引上げ率 効力発生日
適　　用
労働者数

適　　用
使用者数

山形県最低賃金 --- 6月23日 8月6日 ● 7回 8月6日 ● 793 822 +29 3.66% 法　10月2日 411,800 37,509

ポンプ・圧縮機器、一般
産業用機械・装置等製造

業（略称）
8月6日 8月24日 10月18日 ○ 4回 10月25日 ○ 862 888 +26 3.02% 指 12月25日 2,350 69

電子部品・デバイス・電
子回路等製造業（略称）

8月6日 8月24日 10月20日 ○ 4回 10月25日 ○ 846 872 +26 3.07% 指 12月25日 16,220 324

自動車・同附属品製造業 8月6日 8月24日 10月22日 ● 4回 10月25日 ● 861 888 +27 3.14% 指 12月25日 4,910 106

自動車整備業 8月6日 8月24日 10月19日 ○ 4回 10月25日 ○ 865 892 +27 3.12% 指 12月25日 3,240 1,014

【注】採決状況　　○：全会一致　　●：使用者側反対 （※）効力発生日の「法」は、法定発効日。「指」は指定発効日。
　　　特定最賃の専門部会開催回数には、合同部会を含む。 （※）適用労働者数及び適用使用者数：「令和３年度 最低賃金決定要覧」より

山形労働局

資料№２－２
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資料№２－３

ランク 都道府県名 答申金額 前年度決定額 引上額 目安比較 結審状況 発効年月日

C 北海道 889円 861円 28円 0 ● 令和3年10月1日

D 青　森 822円 793円 29円 +1 ● 令和3年10月6日

D 岩　手 821円 793円 28円 0 ● 令和3年10月2日

C 宮　城 853円 825円 28円 0 ● 令和3年10月1日

D 秋　田 822円 792円 30円 +2 ● 令和3年10月1日

D 山　形 822円 793円 29円 +1 ● 令和3年10月2日

D 福　島 828円 800円 28円 0 ◐ 令和3年10月1日

B 茨　城 879円 851円 28円 0 ○ 令和3年10月1日

B 栃　木 882円 854円 28円 0 ● 令和3年10月1日

C 群　馬 865円 837円 28円 0 ● 令和3年10月2日

A 埼　玉 956円 928円 28円 0 ○ 令和3年10月1日

A 千　葉 953円 925円 28円 0 ◐ 令和3年10月1日

A 東　京 1,041円 1,013円 28円 0 ■ 令和3年10月1日

A 神奈川 1,040円 1,012円 28円 0 ● 令和3年10月1日

C 新　潟 859円 831円 28円 0 ● 令和3年10月1日

B 富　山 877円 849円 28円 0 ● 令和3年10月1日

C 石　川 861円 833円 28円 0 ○ 令和3年10月7日

C 福　井 858円 830円 28円 0 ● 令和3年10月1日

B 山　梨 866円 838円 28円 0 ● 令和3年10月1日

B 長　野 877円 849円 28円 0 ● 令和3年10月1日

C 岐　阜 880円 852円 28円 0 ● 令和3年10月1日

B 静　岡 913円 885円 28円 0 ● 令和3年10月2日

A 愛　知 955円 927円 28円 0 ● 令和3年10月1日

B 三　重 902円 874円 28円 0 ● 令和3年10月1日

B 滋　賀 896円 868円 28円 0 ● 令和3年10月1日

B 京　都 937円 909円 28円 0 ● 令和3年10月1日

A 大　阪 992円 964円 28円 0 ● 令和3年10月1日

B 兵　庫 928円 900円 28円 0 ● 令和3年10月1日

C 奈　良 866円 838円 28円 0 ● 令和3年10月1日

C 和歌山 859円 831円 28円 0 ● 令和3年10月1日

D 鳥　取 821円 792円 29円 +1 ● 令和3年10月6日

D 島　根 824円 792円 32円 +4 ◐ 令和3年10月2日

C 岡　山 862円 834円 28円 0 ● 令和3年10月2日

B 広　島 899円 871円 28円 0 ● 令和3年10月1日

C 山　口 857円 829円 28円 0 ● 令和3年10月1日

C 徳　島 824円 796円 28円 0 ● 令和3年10月1日

C 香　川 848円 820円 28円 0 ● 令和3年10月1日

D 愛　媛 821円 793円 28円 0 ● 令和3年10月1日

D 高　知 820円 792円 28円 0 ● 令和3年10月2日

C 福　岡 870円 842円 28円 0 ● 令和3年10月1日

D 佐　賀 821円 792円 29円 +1 ▲ 令和3年10月6日

D 長　崎 821円 793円 28円 0 ● 令和3年10月2日

D 熊　本 821円 793円 28円 0 ● 令和3年10月1日

D 大　分 822円 792円 30円 +2 ● 令和3年10月6日

D 宮　崎 821円 793円 28円 0 ● 令和3年10月6日

D 鹿児島 821円 793円 28円 0 ● 令和3年10月2日

D 沖　縄 820円 792円 28円 0 ▲ 令和3年10月8日

930円 902円 28円 - - -

令和３年度　全国の地域別最低賃金改定状況

全国加重平均額

結審状況欄　○：全会一致　●：使用者側反対　◐：使用者側一部反対　▲：労働者側反対　■：使用者側一部退席
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資料№２－４

１　意向表明・必要性答申状況

件　数

237

内、意向表明 215

内、必要性有答申 161

２　審議状況（必要性有答申の１６１業種）

件数 割合 備考

○ 137 85.09%

● 13 8.07%

◐ 1 0.62%

▲ 7 4.35%

◭ 1 0.62%

■ 1 0.62%

1 0.62% 公・使側全員賛成、労側全員棄権

161 100.0%

３　引上げ額の特性値（必要性有答申の１６１業種）

0円

20円

25円

27円

32円

23円

４　地賃額比の特性値（必要性有答申の１６１業種）

100.1%

103.1%

106.1%

108.9%

119.3%

106.2%

（参考）山形県特定最賃の地賃額比

108.0%

106.1%

108.0%

108.5%

（労側反対）

令和３年度 特定（産業別）最低賃金審議結果（全国）

備　　考

業種（全国） 既存226件、新設11件

改正204件、新設11件

※新設11件の内で必要性有答申0件

部会採決状況

（全会一致）

（使側反対）

（使側一部反対）

（労側一部反対）

計

最　　小 岐阜（輸送機械（航））

第1・4分位数

（使側全員退席）

その他

中位数

第3・4分位数

最　　大 島根（鉄鋼、一般機械、輸送機械、自動車（新車）小売）

平均値（単純平均）

最　　小
大阪（非鉄金属、自動車小売）、京都（各種商品小
売）、香川（食品）、愛媛（各種商品小売）、佐賀（陶磁
器）

第1・4分位数

平均値（単純平均）

中位数

第3・4分位数

最　　大 大分（鉄鋼）

一般機械

電気機械

自動車・部品

自動車整備

（ 888円/822円 ）

（ 872円/822円 ）

（ 888円/822円 ）

（ 892円/822円 ）
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令和３年度　特定最低賃金の審議・決定状況

改定前額 改定前額 改定額 引上げ額

日額 時間額 時間額 時間額

1 食品 - 893 922 ＋29 改正 公正 7/12 7/19 8/5 有 10/5 ○ - 有 - - - 11/4 12/4

2 鉄鋼 - 967 979 ＋12 改正 協約 7/1 7/19 8/5 有 9/30 ○ - 有 - - - 10/29 12/1

3 電気機械 - 895 924 ＋29 改正 協約 6/24 7/19 8/5 有 10/4 ○ - 有 - - - 11/2 12/2

4 船舶製造 - 889 917 ＋28 改正 協約 7/7 7/19 8/5 有 10/11 ○ - 有 - - - 11/10 12/10

5 鉄鋼 - 903 929 ＋26 改正 協約 7/16 8/10 9/15 有 9/27 ○ - 無 10/12 ○ - 11/11 12/21

6 電気機械 - 833 859 ＋26 改正 公正 7/16 8/10 9/15 有 9/29 ○ - 無 10/12 ○ - 11/11 12/21

7 各種商品小売 - 825 852 ＋27 改正 公正 7/16 8/10 9/15 有 10/4 ○ - 無 10/12 ○ - 11/11 12/21

8 自動車小売 - 864 890 ＋26 改正 公正 7/16 8/10 9/15 有 10/5 ○ - 無 10/12 ○ - 11/11 12/21

9 鉄鋼・金属製品 - 852 878 ＋26 改正 協約 7/21 8/6 8/24 有 10/27 ▲ - 無 10/28 ▲ - 11/29 12/29

10 光学機械器具 - 829 856 ＋27 改正 公正 7/28 8/6 8/24 有 10/22 ○ - 無 10/28 〇 - 11/29 12/29

11 電気機械 - 820 847 ＋27 改正 公正 7/28 8/6 8/24 有 10/22 ○ - 無 10/28 〇 - 11/29 12/29

12 百貨店 - 800 - - 改正 公正 7/30 8/6 8/24 無 - - - - - - - - -

13 各種商品小売 - 767 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

14 自動車小売 - 863 879 ＋16 改正 公正 7/30 8/6 8/24 有 10/19 ○ - 無 10/28 〇 - 11/29 12/29

15 鉄鋼 - 925 953 ＋28 改正 協約 7/12 7/20 8/23 有 10/8 ○ - 有 - - - 11/9 12/15

16 電気機械 - 864 890 ＋26 改正 公正 7/12 7/20 8/23 有 10/12 ○ - 有 - - - 11/11 12/15

17 自動車小売 - 891 918 ＋27 改正 公正 7/12 7/20 8/23 有 10/11 ○ - 有 - - - 11/10 12/15

18 非鉄金属 - 895 910 ＋15 改正 協約 6/25 8/5 8/23 有 10/12 ○ - 有 - - - 11/18 12/24

19 電気機械 - 836 861 ＋25 改正 協約 7/20 8/5 8/23 有 10/20 ○ - 有 - - - 11/18 12/24

20 輸送機械 - 877 907 ＋30 改正 協約 7/27 8/5 8/23 有 9/29 ○ - 有 - - - 11/18 12/24

21 自動車小売 - 864 869 ＋5 改正 協約 7/27 8/5 8/23 有 10/1 ○ - 有 - - - 11/18 12/24

22 一般機械 - 862 888 ＋26 改正 公正 7/26 8/6 8/24 有 10/18 ○ - 無 10/25 〇 - 11/24 12/25

23 電気機械 - 846 872 ＋26 改正 公正 7/26 8/6 8/24 有 10/20 ○ - 無 10/25 〇 - 11/24 12/25

24 輸送機械 - 861 888 ＋27 改正 公正 7/26 8/6 8/24 有 10/22 ● - 無 10/25 ● - 11/24 12/25

25 自動車整備 - 865 892 ＋27 改正 公正 7/26 8/6 8/24 有 10/19 ○ - 無 10/25 〇 - 11/24 12/25

26 非鉄金属 - 866 886 ＋20 改正 協約 7/16 7/26 8/5 有 10/21 ● - 無 11/15 ● - 12/14 1/13

27 精密機械 - 868 889 ＋21 改正 公正 7/16 7/26 8/5 有 10/22 ● - 無 11/15 ● - 12/14 1/13

28 電気機械 - 834 856 ＋22 改正 公正 7/16 7/26 8/5 有 10/26 ● - 無 11/15 ● - 12/14 1/13

29 輸送機械 - 870 890 ＋20 改正 協約 7/16 7/26 8/5 有 10/14 ■ - 無 11/15 ● - 12/14 1/13

30 自動車小売 - 868 894 ＋26 改正 公正 7/16 7/26 8/5 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/24 12/24

31 鉄鋼 - 945 975 ＋30 改正 協約 7/28 8/5 9/6 有 10/15 ○ - 有 - - - 11/16 12/31

32 一般機械 - 907 935 ＋28 改正 協約 7/6 8/5 9/6 有 10/19 ● - 無 10/26 ● - 11/25 12/31

33 電気・精密機械 - 904 932 ＋28 改正 協約 7/5 8/5 9/6 有 10/21 ○ - 有 - - - 11/19 12/31

34 各種商品小売 - 874 881 ＋7 改正 協約 7/19 8/5 9/6 有 10/19 ○ - 有 - - - 11/18 12/31

35 塗料 - 965 992 ＋27 改正 協約 7/19 8/5 8/23 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/24 12/31

36 一般機械 - 913 939 ＋26 改正 公正 7/1 8/5 8/23 有 10/26 ○ - 有 - - - 11/25 12/31

37 精密機械 - 912 940 ＋28 改正 公正 7/1 8/5 8/23 有 10/21 ○ - 有 - - - 11/19 12/31

38 電気機械 - 913 940 ＋27 改正 協約 7/7 8/5 8/23 有 10/15 ● - 無 10/28 ● - 11/29 12/31

39 輸送機械 - 920 947 ＋27 改正 協約 7/15 8/5 8/23 有 10/19 ○ - 有 - - - 11/18 12/31

40 各種商品小売 - 874 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

41 鉄鋼 - 921 946 ＋25 改正 協約 7/21 7/29 8/6 有 10/28 ○ - 有 - - - 11/29 12/29

42 一般機械 - 910 935 ＋25 改正 公正 7/21 7/29 8/6 有 10/22 ○ - 有 - - - 11/29 12/29

43 電気機械 - 910 935 ＋25 改正 公正 7/21 7/29 8/6 有 10/19 ○ - 有 - - - 11/29 12/29

44 輸送機械 - 910 935 ＋25 改正 公正 7/21 7/29 8/6 有 10/19 ○ - 有 - - - 11/29 12/29

45 非鉄金属 - 948 974 ＋26 改正 協約 7/14 7/27 8/2 有 9/27 ○ - 無 9/30 ○ - 10/28 12/1

46 電気機械 - 954 981 ＋27 改正 協約 7/14 7/27 8/2 有 9/17 ○ - 無 9/30 ○ - 10/28 12/1

47 輸送機械 - 966 990 ＋24 改正 協約 7/14 7/27 8/2 有 9/15 ○ - 無 9/30 ○ - 10/28 12/1

48 光学機械器具 - 963 990 ＋27 改正 協約 7/14 7/27 8/2 有 9/27 ○ - 無 9/30 ○ - 10/28 12/1

49 各種商品小売 - 849 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

50 自動車小売 - 962 988 ＋26 改正 公正 7/14 7/27 8/2 有 9/22 ○ - 無 9/30 ○ - 10/28 12/1

51 食品 - 889 - - 改正 公正 6/10 8/2 8/23 無 - - - - - - - - -

52 鉄鋼 - 995 1,023 ＋28 改正 協約 6/16 8/2 8/23 有 9/29 ○ - 有 - - - 10/28 12/25

53 一般機械 - 922 - - 改正 公正 6/23 8/2 8/23 無 - - - - - - - - -

54 精密機械 - 887 - - 改正 公正 6/23 8/2 8/23 無 - - - - - - - - -

55 電気機械 - 954 981 ＋27 改正 協約 6/14 8/2 8/23 有 10/6 ○ - 有 - - - 11/5 12/25

56 各種商品小売 - 848 - - 改正 協約 6/14 8/2 8/23 無 - - - - - - - - -

57 自動車（新車）小売 - 922 - - 改正 公正 6/18 8/2 8/23 無 - - - - - - - - -

新 設 千葉県百貨店・総合スーパー - 新設 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

新 設 千葉県各種食料品小売業 - 新設 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

58 鉄鋼 - 871 - - 改正 協約 7/29 8/10 11/19 無 - - - - - - - - -

59 一般機械 - 832 - - 改正 協約 7/29 8/10 11/19 無 - - - - - - - - -

60 電気機械① - 829 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

61 輸送機械 - 838 - - 改正 協約 7/29 8/10 11/19 無 - - - - - - - - -

新 設 電気、情報通信機械器具製造業 - 新設 - - 改正 協約 7/29 8/10 11/19 無 - - - - - - - - -

新 設 東京都一般貨物自動車運送業 - 新設 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

62 塗料 - 894 - - 改正 協約 7/26 7/30 12/9 無 - - - - - - - - -

63 鉄鋼 - 874 - - 改正 協約 7/26 7/30 12/9 無 - - - - - - - - -

64 電線・ケーブル① - 821 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

65 一般機械① - 857 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

66 電気機械① - 890 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

67 自動車製造① - 855 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

68 自動車小売② - 842 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

新 設 電線・ケーブル製造業 - 新設 - - 新設 協約 7/26 7/30 12/9 無 - - - - - - - - -

新 設 ボイラ・原動機、一般産業用機械 - 新設 - - 新設 公正 7/26 7/30 12/9 無 - - - - - - - - -

新 設 電子部品・デバイス - 新設 - - 新設 協約 7/26 7/30 12/9 無 - - - - - - - - -

新 設 自動車・同附属品製造業 - 新設 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

新 設 自動車(新車)小売業 - 新設 - - 新設 協約 7/26 7/30 12/9 無 - - - - - - - - -

東 京 1041

神 奈 川 1,040

群 馬 865

埼 玉 956

千 葉 953

福 島 828

茨 城 879

栃 木 882

宮 城 853

秋 田 822

山 形 822

効力
発生日

北 海 道 889

青 森 822

岩 手 821

6条5項
適用

本審
結審

採決
状況

官報
公示日

申出日
必要性
諮問日

必要性
答申日

必要性
有・無

部会
結審

採決
状況

都道府県
地域別
最　 賃

項番 業種 申出
申出
種別
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令和３年度　特定最低賃金の審議・決定状況
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項番 業種 申出
申出
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69 電気機械 - 910 936 ＋26 改正 協約 6/24 7/27 7/27 有 10/26 ○ - 有 - - - 11/25 12/25

70 各種商品小売 - 842 - - 改正 公正 6/24 7/27 12/24 無 11/30 - - 無 12/24 - - - -

71 自動車（新車）小売 - 920 936 ＋16 改正 公正 7/15 7/27 7/27 有 11/1 ○ - 有 - - - 12/1 12/31

72 非鉄金属・金属製品 - 781 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

73 一般機械・輸送機械 - 912 934 ＋22 改正 協約 7/13 8/5 8/23 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/24 12/24

74 電気機械 - 851 879 ＋28 改正 協約 6/21 8/5 8/23 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/24 12/24

75 百貨店 - 865 890 ＋25 改正 協約 7/12 8/5 8/23 有 10/27 ○ - 有 - - - 11/26 12/26

76 自動車小売 - 769 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

77 繊維 - 782 - - 改正 協約 7/19 8/27 8/27 無 - - - - - - - - -

78 金属製品 6,102 763 - - 無 - - - - - - - - - - - - -

79 金属製品、一般機械、電気機器 - 922 946 ＋24 改正 公正 7/29 8/27 8/27 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/24 12/31

80 電気機械 - 870 896 ＋26 改正 協約 7/1 8/27 8/27 有 10/18 ○ - 有 - - - 11/17 12/31

81 輸送機械 - 922 946 ＋24 改正 協約 7/29 8/27 8/27 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/24 12/31

82 百貨店 - 865 890 ＋25 改正 協約 7/19 8/27 8/27 有 10/19 ○ - 有 - - - 11/18 12/31

83 繊維 - 830 - - 改正 協約 7/21 8/5 8/23 無 - - - - - - - - -

84 一般機械 - 874 - - 改正 協約 7/21 8/5 8/23 無 - - - - - - - - -

85 電気機械 - 857 - - 改正 協約 7/21 8/5 8/23 無 - - - - - - - - -

87 百貨店 - 840 - - 改正 協約 7/21 8/5 8/23 無 - - - - - - - - -

88 電気機械 - 914 934 ＋20 改正 公正 7/26 7/29 8/23 有 10/14 ○ - 有 - - - 11/15 12/15

89 輸送機械 - 919 938 ＋19 改正 協約 7/26 7/29 8/23 有 10/12 ○ - 有 - - - 11/11 12/11

90 印刷製版 - 850 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

91 一般機械・輸送機械 - 905 927 ＋22 改正 公正 7/30 8/5 8/23 有 10/15 ○ - 有 - - - 11/16 12/16

92 精密機械・電気機械 - 894 916 ＋22 改正 公正 7/30 8/5 8/23 有 10/22 ▲ - 無 10/28 ※１ - 11/29 12/29

93 各種商品小売 - 857 879 ＋22 改正 協約 7/30 8/5 8/23 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/24 12/31

94 電気機械 - 887 907 ＋20 改正 協約 7/5 7/30 8/20 有 10/14 ○ - 有 - - - 11/16 12/21

95 輸送機械(自) - 932 951 ＋19 改正 協約 7/5 7/30 8/20 有 10/11 ○ - 有 - - - 11/11 12/21

96 輸送機械(航) - 971 971 ±0 改正 協約 7/5 7/30 8/20 有 10/15 ○ - 有 - - - - -

97 製紙 - 786 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

98 ゴム - 897 915 ＋18 改正 公正 7/2 7/30 8/6 有 10/11 ○ - 有 - - - 11/19 12/20

99 鉄鋼、非鉄金属 - 935 954 ＋19 改正 公正 7/2 7/30 8/6 有 10/12 ○ - 有 - - - 11/19 12/20

100 一般機械・輸送機械 - 951 970 ＋19 改正 協約 7/2 7/30 8/6 有 10/15 ▲ - 無 10/20 ◭ - 11/19 12/20

101 電気機械 - 920 939 ＋19 改正 協約 7/2 7/30 8/6 有 10/13 ○ - 有 - - - 11/19 12/20

102 各種商品小売 - 886 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

103 繊維 - 732 - - 改正 協約 6/24 7/1 8/5 無 - - - - - - - - -

104 鉄鋼 - 976 996 ＋20 改正 協約 6/24 7/1 8/5 有 9/30 ○ - 無 10/14 ○ - 11/16 12/16

105 一般機械 - 948 968 ＋20 改正 協約 6/24 7/1 8/5 有 9/29 ▲ - 無 10/14 ▲ - 11/16 12/16

106 精密機械 - 875 - - 改正 協約 6/24 7/1 8/5 無 - - - - - - - - -

107 電気機械 - 901 - - 改正 協約 6/24 7/1 8/5 無 - - - - - - - - -

108 輸送機械 - 957 976 ＋19 改正 協約 6/24 7/1 8/5 有 10/1 ○ - 無 10/14 ○ - 11/16 12/16

109 各種商品小売 - 847 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

110 自動車(新車）小売① - 800 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

111 自動車(新車）小売② - 943 - - 改正 協約 6/24 7/1 8/5 無 - - - - - - - - -

新 設 百貨店・総合スーパー - 新設 - - 新設 協約 6/24 7/1 8/5 無 - - - - - - - - -

112 窯業 - 901 923 ＋22 改正 協約 7/2 7/13 8/5 有 10/19 ● - 無 10/21 ● - 11/19 12/21

113 鉄鋼 5,907 739 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

114 電線・ケーブル - 921 942 ＋21 改正 協約 7/7 7/13 8/5 有 10/19 ◐ - 無 10/21 ◐ - 11/19 12/21

115 金属製品 - 843 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

116 一般機械 - 762 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

117 電気機械 - 906 927 ＋21 改正 協約 7/8 7/13 8/5 有 10/20 ◭ - 無 10/21 ◭ - 11/19 12/21

118 輸送機械 - 942 962 ＋20 改正 協約 6/25 7/13 8/5 有 10/18 ● - 無 10/21 ● - 11/19 12/21

119 繊維 - 789 - - 改正 協約 7/12 8/4 8/23 無 - - - - - - - - -

120 窯業 - 924 942 ＋18 改正 公正 7/12 8/4 8/23 有 10/21 ○ - 無 10/29 ○ - 11/30 12/30

121 一般機械 - 933 953 ＋20 改正 公正 7/12 8/4 8/23 有 10/18 ○ - 無 10/29 ○ - 11/30 12/30

122 精密機械・電気機械 - 917 939 ＋22 改正 協約 7/12 8/4 8/23 有 10/25 ○ - 無 10/29 ○ - 11/30 12/30

123 輸送機械 - 936 957 ＋21 改正 公正 7/12 8/4 8/23 有 10/20 ○ - 無 10/29 ○ - 11/30 12/30

124 各種商品小売 - 840 - - 改正 公正 7/12 8/4 8/23 無 - - - - - - - - -

125 印刷 - 765 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

126 金属製品 - 933 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

127 一般機械 - 822 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

128 電気機械 - 936 957 ＋21 改正 協約 7/15 7/20 8/26 有 10/25 ○ - 無 11/26 ○ - 12/27 1/26

129 輸送機械 - 947 968 ＋21 改正 協約 7/15 7/20 8/26 有 11/8 ○ - 無 11/26 ○ - 12/27 1/26

130 各種商品小売 - 910 938 ＋28 改正 協約 7/15 7/20 8/26 有 11/10 ○ - 無 11/26 ○ - 12/27 1/26

132 自動車(新車）小売 - 911 939 ＋28 改正 公正 7/15 7/20 8/26 有 11/12 ○ - 無 11/26 ○ - 12/27 1/26

133 塗料 - 971 1,000 ＋29 改正 協約 6/29 7/6 9/6 有 9/27 ○ - 有 - - - 10/29 12/1

134 鉄鋼 - 968 996 ＋28 改正 協約 6/29 7/6 9/7 有 9/27 ● - 無 11/24 ● - 12/23 1/22

135 非鉄金属 - 965 993 ＋28 改正 協約 6/29 7/6 9/9 有 9/29 ○ - 有 - - - 10/29 12/1

136 一般機械・輸送機械 - 968 997 ＋29 改正 協約 6/29 7/6 8/30 有 9/15 ○ - 有 - - - 10/29 12/1

137 電気機械 - 966 994 ＋28 改正 協約 6/29 7/6 8/31 有 9/16 ○ - 有 - - - 10/29 12/1

138 輸送機械(自) - 970 998 ＋28 改正 協約 6/29 7/6 9/1 有 9/24 ○ - 有 - - - 10/29 12/1

139 自動車小売 - 965 993 ＋28 改正 協約 6/29 7/6 9/3 有 9/24 ○ - 有 - - - 10/29 12/1

滋 賀 896

京 都 937

大 阪 992

静 岡 913

愛 知 955

三 重 902

山 梨 866

長 野 877

岐 阜 880

富 山 877

石 川 861

福 井 858

新 潟 859
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140 繊維 - 800 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

141 塗料 - 973 995 ＋22 改正 協約 7/5 7/16 8/19 有 9/27 ○ - 有 - - - 10/26 12/1

142 鉄鋼 - 964 992 ＋28 改正 協約 7/5 7/16 8/30 有 9/29 ○ - 有 - - - 10/28 12/1

143 一般機械 - 944 960 ＋16 改正 公正 7/7 7/16 8/25 有 9/28 ○ - 有 - - - 10/27 12/1

144 精密機械 - 903 931 ＋28 改正 協約 7/7 7/16 8/27 有 9/21 ○ - 有 - - - 10/20 12/1

145 電気機械 - 902 930 ＋28 改正 協約 7/5 7/16 8/20 有 9/17 ○ - 有 - - - 10/18 12/1

146 輸送機械 - 978 1,002 ＋24 改正 協約 7/5 7/16 8/30 有 9/29 ○ - 有 - - - 10/28 12/1

147 各種商品小売 - 797 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

148 自動車小売 - 901 930 ＋29 改正 協約 7/12 7/16 9/6 有 9/22 ○ - 有 - - - 10/21 12/1

149 一般機械 - 898 905 ＋7 改正 協約 7/6 7/19 8/5 有 10/14 ○ - 無 10/28 ○ - 11/29 12/29

150 電気機械 - 883 891 ＋8 改正 協約 7/6 7/19 8/5 有 10/15 ○ - 無 10/28 ○ - 11/29 12/29

151 自動車小売 - 885 892 ＋7 改正 協約 7/6 7/19 8/5 有 10/12 ○ - 無 10/28 ○ - 11/29 12/29

152 木材 6,527 816 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

153 鉄鋼 - 949 977 ＋28 改正 協約 7/16 7/27 8/23 有 10/18 ○ - 有 - - - 11/18 12/30

154 百貨店 - 851 869 ＋18 改正 公正 6/25 7/27 8/23 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/24 12/30

新 設 百貨店，総合スーパー、各種食料品小売 新設 - - 新設 公正 6/25 7/27 8/23 無 - - - - - - - - -

155 電気機械 - 809 825 ＋16 改正 協約 7/16 7/21 9/16 有 10/18 ○ - 有 - - - 11/17 12/17

156 各種商品小売 - 718 - - 改正 協約 7/9 7/21 9/16 無 - - - - - - - - -

157 鉄鋼 - 922 954 ＋32 改正 公正 7/16 8/24 8/24 有 9/28 ○ - 有 - - - 10/27 11/26

158 一般機械 - 898 930 ＋32 改正 公正 7/16 8/24 8/24 有 10/7 ○ - 有 - - - 11/8 12/8

159 電気機械 - 825 853 ＋28 改正 公正 7/16 8/24 8/24 有 10/27 ○ - 有 - - - 11/26 12/26

160 輸送機械 - 887 919 ＋32 改正 公正 7/16 8/24 8/24 有 10/28 ○ - 有 - - - 11/29 12/29

161 百貨店 - 750 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

162 自動車（新車）小売 - 872 904 ＋32 改正 協約 7/16 8/24 8/24 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/24 12/24

163 窯業（耐火物） - 924 940 ＋16 改正 公正 6/21 7/2 10/8 有 11/8 ○ - 有 - - - 12/8 1/7

164 鉄鋼 - 962 985 ＋23 改正 協約 6/21 7/2 10/1 有 11/4 ○ - 有 - - - 12/6 1/5

165 一般機械 - 934 952 ＋18 改正 公正 6/21 7/2 10/19 有 11/16 ● - 無 12/8 ● - 1/13 2/12

166 電気機械 - 878 904 ＋26 改正 公正 6/21 7/2 10/5 有 11/9 ○ - 有 - - - 12/8 1/7

167 輸送機械(自) - 921 936 ＋15 改正 公正 6/21 7/2 10/6 有 11/4 ○ - 有 - - - 12/6 1/5

168 輸送機械(船) - 954 980 ＋26 改正 協約 6/21 7/2 9/28 有 11/10 ○ - 有 - - - 12/9 1/8

169 各種商品小売 - 880 893 ＋13 改正 公正 6/21 7/2 10/6 有 11/19 ○ - 有 - - - 12/20 1/19

170 鉄鋼 - 970 995 ＋25 改正 協約 6/17 8/5 8/5 有 10/26 ○ - 無 11/1 ○ - 12/1 12/31

171 金属製品 - 923 944 ＋21 改正 公正 6/17 8/5 8/5 有 10/27 ○ - 無 11/1 ○ - 12/1 12/31

172 一般機械 - 935 958 ＋23 改正 公正 6/17 8/5 8/5 有 10/28 ○ - 無 11/1 ○ - 12/1 12/31

173 電気機械 - 897 924 ＋27 改正 協約 6/17 8/5 8/5 有 10/25 ○ - 無 11/1 ○ - 12/1 12/31

174 輸送機械(自) - 915 938 ＋23 改正 協約 6/17 8/5 8/5 有 10/29 ○ - 無 11/1 ○ - 12/1 12/31

175 輸送機械(船) - 957 977 ＋20 改正 公正 6/17 8/5 8/5 有 10/26 ○ - 無 11/1 ○ - 12/1 12/31

176 各種商品小売 - 878 903 ＋25 改正 協約 6/17 8/5 8/5 有 10/27 ○ - 無 11/1 ○ - 12/1 12/31

177 自動車小売 - 913 930 ＋17 改正 公正 6/23 8/5 8/5 有 10/26 ○ - 無 11/1 ○ - 12/1 12/31

178 鉄鋼・非鉄金属 - 967 995 ＋28 改正 協約 7/1 7/26 7/26 有 10/8 ○ - 有 - - - 11/9 12/15

179 電気機械 - 893 921 ＋28 改正 協約 7/1 7/26 7/26 有 10/13 ○ - 有 - - - 11/12 12/15

180 輸送機械 - 937 965 ＋28 改正 協約 7/1 7/26 7/26 有 10/11 ○ - 有 - - - 11/10 12/15

181 百貨店 - 859 875 ＋16 改正 協約 7/1 7/26 7/26 有 10/12 ○ - 有 - - - 11/11 12/15

182 木材 - 875 876 ＋1 改正 公正 6/2 7/2 8/23 有 10/4 ○ - 有 - - - 11/18 12/21

183 一般機械 - 928 945 ＋17 改正 公正 6/14 7/2 8/23 有 10/5 ○ - 有 - - - 11/18 12/21

184 電気機械 - 888 911 ＋23 改正 公正 6/11 7/2 8/23 有 10/19 ○ - 有 - - - 11/18 12/21

185 食品 - 821 849 ＋28 改正 公正 7/6 7/27 8/5 有 10/12 ○ - 有 - - - 11/11 12/15

186 一般機械 - 943 970 ＋27 改正 公正 7/9 7/27 8/5 有 10/11 ○ - 有 - - - 11/10 12/15

187 電気機械 - 886 913 ＋27 改正 公正 7/13 7/27 8/5 有 10/14 ○ - 有 - - - 11/15 12/15

188 輸送機械(船) - 956 980 ＋24 改正 公正 7/5 7/27 8/5 有 10/12 ○ - 有 - - - 11/11 12/15

189 製紙 - 924 951 ＋27 改正 公正 7/1 7/19 8/6 有 10/13 ● - 無 10/26 ● - 11/25 12/25

190 一般機械 - 930 957 ＋27 改正 協約 6/16 7/19 8/6 有 10/19 ● - 無 10/26 ● - 11/25 12/25

191 電気機械 - 895 921 ＋26 改正 協約 6/1 7/19 8/6 有 10/22 ○ - 有 - - - 11/22 12/25

192 輸送機械(船) - 938 962 ＋24 改正 公正 6/24 7/19 8/6 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/24 12/25

193 各種商品小売 - 810 822 ＋12 改正 公正 6/16 7/19 8/6 有 10/21 ○ - 有 - - - 11/19 12/25

194 電気機械① - 793 - - 改正 公正 7/21 8/24 9/29 無 - - - - - - - - -

195 一般貨物 - 910 - - 改正 協約 7/15 8/24 9/29 無 - - - - - - - - -

196 鉄鋼 - 976 980 ＋4 改正 協約 6/17 7/27 8/17 有 9/29 ○ - 有 - - - 11/8 12/10

197 電気機械 - 927 947 ＋20 改正 協約 6/29 7/27 8/17 有 10/6 ○ - 有 - - - 11/8 12/10

198 輸送機械 - 944 957 ＋13 改正 協約 6/30 7/27 8/17 有 10/6 ▲ - 無 11/9 〇 12/8 1/7

199 百貨店 - 889 897 ＋8 改正 協約 6/30 7/27 8/17 有 10/5 ※2 - 無 11/9 〇 12/8 1/7

200 自動車(新車）小売 - 941 959 ＋18 改正 協約 6/30 7/27 8/17 有 10/7 ○ - 有 - - - 11/8 12/10

201 陶磁器 - 793 822 ＋29 改正 公正 7/21 8/26 8/26 有 10/8 ○ - 有 - - - 11/9 12/9

202 一般機械 - 870 896 ＋26 改正 公正 7/21 8/26 8/26 有 10/25 ▲ - 無 11/1 ▲ - 12/1 12/31

203 電気機械 - 839 867 ＋28 改正 協約 7/9 8/26 8/26 有 10/19 ○ - 有 - - - 11/18 12/18

204 一般機械 - 875 - - 改正 協約 7/1 8/2 9/3 無 - - - - - - - - -

205 電気機械 - 837 864 ＋27 改正 公正 6/29 8/2 9/3 有 10/18 ● - 無 10/28 ● - 11/29 12/29

206 輸送機械(船) - 875 - - 改正 協約 7/1 8/2 9/3 無 - - - - - - - - -

207 電気機械 - 836 863 ＋27 改正 協約 6/28 7/8 8/5 有 10/12 ○ - 有 - - - 11/15 12/15

208 輸送機械 - 888 902 ＋14 改正 協約 6/28 7/8 8/5 有 10/13 ○ - 有 - - - 11/15 12/15

209 百貨店 - 796 - - 改正 協約 6/28 7/8 8/5 無 - - - - - - - - -

210 鉄鋼 - 951 981 ＋30 改正 協約 7/7 8/2 8/23 有 10/12 ○ - 有 - - - 11/25 12/25

211 非鉄金属 - 911 936 ＋25 改正 協約 7/8 8/2 8/23 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/25 12/25

212 電気機械 - 835 864 ＋29 改正 公正 7/2 8/2 8/23 有 10/20 ○ - 有 - - - 11/25 12/25

213 輸送機械(自・船) - 878 894 ＋16 改正 協約 7/29 8/2 8/23 有 10/19 ▲ - 無 10/26 ▲ - 11/25 12/25

214 各種商品小売 - 716 - - 改正 公正 7/20 8/2 8/23 無 - - - - - - - - -

215 自動車(新車）小売 - 848 872 ＋24 改正 公正 7/20 8/2 8/23 有 10/14 ○ - 有 - - - 11/25 12/25

熊 本 821

大 分 822

福 岡 870

佐 賀 821

長 崎 821

香 川 848

愛 媛 821

高 知 820

広 島 899

山 口 857

徳 島 824

鳥 取 821

島 根 824

岡 山 862

兵 庫 928

奈 良 866

和 歌 山 859
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令和３年度　特定最低賃金の審議・決定状況

改定前額 改定前額 改定額 引上げ額

日額 時間額 時間額 時間額

効力
発生日

6条5項
適用

本審
結審

採決
状況

官報
公示日

申出日
必要性
諮問日

必要性
答申日

必要性
有・無

部会
結審

採決
状況

都道府県
地域別
最　 賃

項番 業種 申出
申出
種別

216 食品 - 678 - - 改正 公正 7/14 7/27 8/26 無 - - - - - - - - -

217 電気機械 - 803 831 ＋28 改正 公正 7/14 7/27 8/26 有 10/25 ○ - 有 - - - 11/24 12/24

218 各種商品小売 - 705 - - 改正 協約 7/14 7/27 8/26 無 - - - - - - - - -

219 自動車(新車）小売 - 832 858 ＋26 改正 協約 7/14 7/27 8/26 有 10/27 ○ - 有 - 11/26 12/26

220 電気機械 - 815 842 ＋27 改正 協約 7/16 7/21 8/24 有 10/18 ○ - 有 - - - 11/17 12/17

221 百貨店 - 693 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

222 自動車(新車）小売 - 847 872 ＋25 改正 協約 7/13 7/21 8/24 有 10/15 ○ - 有 - - - 11/16 12/16

223 食品(畜) - 683 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

224 食品(糖) - 769 - - 改正 公正 7/16 7/30 8/6 無 - - - - - - - - -

225 食品(飲) - 686 - - 無 - - - - - - - - - - - - - -

226 新聞 - 835 853 ＋18 改正 公正 7/16 7/30 8/6 有 9/14 ○ - 有 - - - 10/13 11/12

227 各種商品小売 - 770 - - 改正 公正 7/16 7/30 8/6 無 - - - - - - - - -

228 自動車（新車）小売 - 770 - - 改正 公正 7/16 7/30 8/6 無 - - - - - - - - -

鹿 児 島 821

沖 縄 820

（注）採決状況欄　○：全会一致、●：使用者側反対(◐：一部反対)、▲：労働者側反対(◭：一部反対)、■：使用者側全員退席、▼：労働者側全員退席
　※１　長野県精密機械・電気機械最低賃金の採決状況（本審）：公益・使側全員及び労側一部賛成・労側一部棄権
　※２　福岡県百貨店,総合スーパー最低賃金の採決状況（部会）：公益・使側全員賛成、労側全員棄権

宮 崎 821

4/4
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特定（産業別）最低賃金適用事業所数及び適用労働者数

69 2,490 142 2,348

1 5 -53 58

70 2,495 89 2,406
Ｅ２５２

Ｅ２５３ 52 1,854
（除くもの
Ｅ２５３２の一
部）

（エレベータ・エスカレータ製造業のうち家庭用エレ
ベータ製造業）

（除くもの
Ｅ２５３５） （冷凍機・温湿調整装置製造業） 1 5

Ｅ２５９６ 53 1,859

0 0
0 0

0 0
6 324

0 0
6 324

10 310
0 0

10 310
1 2

0 0
1 2

324 20,298 4,082 16,216

5 18 -620 638

329 20,316 3,462 16,854
Ｅ２８ 135 11,499

3 9

138 11,508
Ｅ２９１ 114 3,811

2 9
116 3,820

13 496
0 0

13 496
9 311

0 0
9 311

Ｅ２９７ 8 481
0 0

8 481
1 11

0 0
1 11

44 3,689
0 0

44 3,689
106 5,219 309 4,910

1 -67 -48 -19

107 5,152 261 4,891
1,014 3,573 337 3,236

1,029 3,584 417 3,167

1,513 31,580 4,870 26,710

22 -33 -641 608

1,535 31,547 4,229 27,318

 各欄の「中段」の数値・・・増減数

 各欄の「下段」の数値・・・本年度の数値

-69　【Ｉ５９１の一部、Ｈ４３の一部、Ｈ４４の一部を含む】

(※自動車分解整備の業務に従事する者に限る。)

合　　計

＊特定（産業別）名、産業分類番号・名は、平成２０年４月から適用の日本産業分類に基づく表記。  各欄の「上段」の数値・・・前年度の数値

80

自　動　車　整　備　業
Ｒ８９ （Ｒ８９０　管理、補助的経済活動を行う事業所を含む）

15 11

Ｅ３１１ （Ｅ３１０　管理、補助的経済活動を行う事業所を含む）

Ｅ２９４ 電球・電気照明器具製造業

Ｅ２９６ 電子応用装置製造業

電気計測器製造業
（除くもの
Ｅ２９７３の一
部）

（医療用計測器製造業の一部）

Ｅ２９０
管理、補助的経済活動を行う事業所
（但し、上記のうち当該特定最低賃金の適用産業の事業
所）

Ｅ３０ 情報通信機械器具製造業

自動車・同附属品製造業

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業

Ｅ２８、Ｅ２９、Ｅ３０
≪除くもの　（Ｅ２９３、Ｅ２９５、Ｅ２９７３の一部、Ｅ２９９）≫

電子部品・デバイス・電子回路製造業

発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

Ｅ２９２ 産業用電気機械器具製造業

Ｅ２５０
Ｅ２６０

管理、補助的経済活動を行う事業所
（但し、上記のうち当該特定最低賃金の適用産業の事業
所）

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されない
はん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製
造業

Ｅ２５２、Ｅ２５３、Ｅ２５９６、Ｅ２６２１の一部、Ｅ２６５２、Ｅ２６９３
≪除くもの　（Ｅ２５３２の一部、Ｅ２５３５）≫

ポンプ・圧縮機器製造業

一般産業用機械・装置製造業

他に分類されないはん用機械・装置製造業

Ｅ２６２１
建設機械・鉱山機械製造業（建設用クレーン製造業に限
る）

Ｅ２６５２ 化学機械・同装置製造業

Ｅ２６９３ 真空装置・真空機器製造業

（平成２８経済センサス）

令和３年１２月１日現在
特 定 （ 産 業 別 ）

適用事業所数 労働者数
年齢・業務等

除外者数
適用労働者数

（日本標準産業分類による）
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資料№５－１

会長・会長代理選出等 ① 7.8(月） ① 7.2(木） ① 6.23(水）

地域最賃改正諮問　 ① 7.8(月） ① 7.2(木） ① 6.23(水） ① 7月上旬 公開

地域最賃意見聴取　 ② 8.１（木） ② 7.28（火） ② 7.26（月） ② 7月下旬 非公開

地域最賃目安伝達 ② 8.１（木） ② 7.28（火） ② 7.26（月） ② 7月下旬 公開

地域最賃答申 ③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） ③ 8月5日～10日 公開

地域最賃異議申出審議 ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） ④ 8月下旬 公開

特定最賃必要性諮問 ③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） ③ 8月5日～10日 公開

③ 8.5（月） ③ 8.7（金） ③ 8.6（金） ③ 必要性諮問後 公開

④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） ④ 8月下旬 公開

特定最賃必要性答申 ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） ④ 8月下旬 公開

特定最賃改正諮問 ④ 8.21（水） ④ 8.25（火） ④ 8.24（火） ④ 8月下旬 公開

特定最賃答申 ⑤ 10.21（月） ⑤ 10.26（月） ⑤ 10.25（月） ⑤ 10月中旬～下旬 公開

特定最賃意向表明 ⑥ 3.16（月） ⑥ 3.11（木） ⑥ 3.17（木） ⑥ 3月中旬 公開

地域最賃専門部会

部会長・部会長代理選出等 ① 7.23（火） ① 7.21（火） ① 7.20（火） ① 7月下旬 非公開

② 7.30（火） ② 7.29（水） ② 7.27（火） ② 7月下旬 非公開

③ 7.31（水） ③ 7.31（金） ③ 7.28（水） ③ 7月下旬～8月上旬 非公開

④ 8.1（木） ④ 8.4（火） ④ 7.30（金） ④ 8月上旬 非公開

⑤ 8.2（金） ⑤ 8.6（木） ⑤ 8.2（月） ⑤ 8月上旬 非公開

⑥ 8.5（月） ⑥ 8.7（金） ⑥ 8.4（水） ⑥ 8月上旬～8月10日 非公開

⑦ 8.6（金）

合同専門部会 ① 9.26（木） ① 9.24（木） ① 9.28（火） ① 9月下旬 公開

② 9.27（金） ② 9.25（金） ② 9.29（水） ② 非公開

③ 10.3（木） ③ 10.12（月） ③ 10.8（金） ③ 非公開

④ 10.7（月） ④ 10.21（水） ④ 10.18（月） ④ 非公開

② 10.2（水） ② 10.8（木） ② 9.29（水） ② 非公開

③ 10.10(木） ③ 10.19(月） ③ 10.12（火） ③ 非公開

④ 10.15（火） ④ 10.22（木） ④ 10.20（水） ④ 非公開

② 10.4（金） ② 10.2（金） ② 10.6（水） ② 非公開

③ 10.16（水） ③ 10.13（火） ③ 10.11（月） ③ 非公開

④ 10.18（金） ④ 10.22（木） ④ 10.22（金） ④ 非公開

② 9.30（月） ② 9.28（月） ② 10.5（火） ② 非公開

③ 10.3（木） ③ 10.7（水） ③ 10.11（月） ③ 非公開

④ 10.8（火） ④ 10.20（火） ④ 10.19（火） ④ 非公開

令和４年度　山形地方最低賃金審議会日程（素案）
　※ ○番号は開催回数

区　　　分
（参考）

令和元年度
（参考）

令和２年度
（参考）

令和３年度 令和４年度

金額審議

第２回本審後の日程で開
催

備　考

本　　審

中賃目安答申後

10月上旬発効

答申内容公示後15日経過
後

特定最賃必要性審議

10.26まで答申12.25発効

　

一般機械

合 同 後
答 申 日
までの間

電気機械

合 同 後
答 申 日
までの間

自動車・同附属品

合 同 後
答 申 日
までの間

自動車整備

合 同 後
答 申 日
までの間

特定（産業別）最賃専門部会
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資料№５－２①

15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（月） 8月16日（火） 8月26日（金） 9月25日（日）

8月2日（火） 8月17日（水） 8月29日（月） 9月28日（水）

8月3日（水） 8月18日（木） 8月30日（火） 9月29日（木）

8月4日（木） 8月19日（金） 8月31日（水） 9月30日（金）

8月5日（金） 8月22日（月） 9月1日（木） 10月1日（土）

8月6日（土） 8月22日（月） 9月1日（木） 10月1日（土）

8月7日（日） 8月22日（月） 9月1日（木） 10月1日（土）

8月8日（月） 8月23日（火） 9月2日（金） 10月2日（日）

8月9日（火） 8月24日（水） 9月5日（月） 10月5日（水）

8月10日（水） 8月25日（木） 9月6日（火） 10月6日（木）

8月11日（木） 8月26日（金） 9月7日（水） 10月7日（金）

8月12日（金） 8月29日（月） 9月8日（木） 10月8日（土）

8月13日（土） 8月29日（月） 9月8日（木） 10月8日（土）

8月14日（日） 8月29日（月） 9月8日（木） 10月8日（土）

8月15日（月） 8月30日（火） 9月9日（金） 10月9日（日）

8月16日（火） 8月31日（水） 9月12日（月） 10月12日（水）

8月17日（水） 9月1日（木） 9月13日（火） 10月13日（木）

8月18日（木） 9月2日（金） 9月14日（水） 10月14日（金）

8月19日（金） 9月5日（月） 9月15日（木） 10月15日（土）

8月20日（土） 9月5日（月） 9月15日（木） 10月15日（土）

8月21日（日） 9月5日（月） 9月15日（木） 10月15日（土）

8月22日（月） 9月6日（火） 9月16日（金） 10月16日（日）

8月23日（火） 9月7日（水） 9月20日（火） 10月20日（木）

8月24日（水） 9月8日（木） 9月21日（水） 10月21日（金）

8月25日（木） 9月9日（金） 9月22日（木） 10月22日（土）

8月26日（金） 9月12日（月） 9月26日（月） 10月26日（水）

8月27日（土） 9月12日（月） 9月26日（月） 10月26日（水）

8月28日（日） 9月12日（月） 9月26日（月） 10月26日（水）

8月29日（月） 9月13日（火） 9月27日（火） 10月27日（木）

8月30日（火） 9月14日（水） 9月28日（水） 10月28日（金）

8月31日（水） 9月15日（木） 9月29日（木） 10月29日（土）

9月1日（木） 9月16日（金） 9月30日（金） 10月30日（日）

9月2日（金） 9月20日（火） 10月3日（月） 11月2日（水）

9月3日（土） 9月20日（火） 10月3日（月） 11月2日（水）

9月4日（日） 9月20日（火） 10月3日（月） 11月2日（水）

9月5日（月） 9月20日（火） 10月3日（月） 11月2日（水）

9月6日（火） 9月21日（水） 10月4日（火） 11月3日（木）

9月7日（水） 9月22日（木） 10月5日（水） 11月4日（金）

9月8日（木） 9月26日（月） 10月6日（木） 11月5日（土）

令和４年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和４年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(土)発効とするためには、８月５日（金）（閉庁日を含めれば8月７日（日)）までに
答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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資料№５－２②

15日 10営業日 30日

→ → →

9月26日（月） 10月11日（火） 10月25日（火） 11月24日（木）

9月27日（火） 10月12日（水） 10月26日（水） 11月25日（金）

9月28日（水） 10月13日（木） 10月27日（木） 11月26日（土）

9月29日（木） 10月14日（金） 10月28日（金） 11月27日（日）

9月30日（金） 10月17日（月） 10月31日（月） 11月30日（水）

10月1日（土） 10月17日（月） 10月31日（月） 11月30日（水）

10月2日（日） 10月17日（月） 10月31日（月） 11月30日（水）

10月3日（月） 10月18日（火） 11月1日（火） 12月1日（木）

10月4日（火） 10月19日（水） 11月2日（水） 12月2日（金）

10月5日（水） 10月20日（木） 11月4日（金） 12月4日（日）

10月6日（木） 10月21日（金） 11月7日（月） 12月7日（水）

10月7日（金） 10月24日（月） 11月8日（火） 12月8日（木）

10月8日（土） 10月24日（月） 11月8日（火） 12月8日（木）

10月9日（日） 10月24日（月） 11月8日（火） 12月8日（木）

10月10日（月） 10月25日（火） 11月9日（水） 12月9日（金）

10月11日（火） 10月26日（水） 11月10日（木） 12月10日（土）

10月12日（水） 10月27日（木） 11月11日（金） 12月11日（日）

10月13日（木） 10月28日（金） 11月14日（月） 12月14日（水）

10月14日（金） 10月31日（月） 11月15日（火） 12月15日（木）

10月15日（土） 10月31日（月） 11月15日（火） 12月15日（木）

10月16日（日） 10月31日（月） 11月15日（火） 12月15日（木）

10月17日（月） 11月1日（火） 11月16日（水） 12月16日（金）

10月18日（火） 11月2日（水） 11月17日（木） 12月17日（土）

10月19日（水） 11月4日（金） 11月18日（金） 12月18日（日）

10月20日（木） 11月4日（金） 11月18日（金） 12月18日（日）

10月21日（金） 11月7日（月） 11月21日（月） 12月21日（水）

10月22日（土） 11月7日（月） 11月21日（月） 12月21日（水）

10月23日（日） 11月7日（月） 11月21日（月） 12月21日（水）

10月24日（月） 11月8日（火） 11月22日（火） 12月22日（木）

10月25日（火） 11月9日（水） 11月24日（木） 12月24日（土）

10月26日（水） 11月10日（木） 11月25日（金） 12月25日（日）

10月27日（木） 11月11日（金） 11月28日（月） 12月28日（水）

10月28日（金） 11月14日（月） 11月29日（火） 12月29日（木）

10月29日（土） 11月14日（月） 11月29日（火） 12月29日（木）

10月30日（日） 11月14日（月） 11月29日（火） 12月29日（木）

10月31日（月） 11月15日（火） 11月30日（水） 12月30日（金）

11月1日（火） 11月16日（水） 12月1日（木） 12月31日（土）

11月2日（水） 11月17日（木） 12月2日（金） 1月1日（日）

11月3日（木） 11月18日（金） 12月5日（月） 1月4日（水）

令和４年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和４年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月25日(日)発効とするためには、10月26日(水)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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資料№６

1.働き方改革推進支援センター相談件数及び専門家派遣件数

年　　　　度 専門家派遣 相談件数

平成２８年度 　　１８２件 ６０４件

平成２９年度 　　１６１件 ５７２件

平成３０年度 　　２２１件 １０９件

令和元年度 　　２３０件 １３３件

令和２年度 　　２２２件 ４０５件

令和３年度※ ３３３件 ４６２件

2.業務改善助成金申請数

年　　　　度

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度※

3.キャリアアップ助成金計画認定件数及び支給決定件数

年　　　　度 計画認定件数 支給決定件数

平成２９年度 ３７７件 ４１７件

平成３０年度 ２４４件 ５６０件

令和元年度 １９６件 ２９６件

令和２年度 １７３件 ３２６件

令和３年度※ ２５３件 ２７５件

山形労働局 雇用環境・均等室

最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業の実施状況

※２月末現在
全国申請件数　非公表
全国交付決定件数　非公表

※１月末現在
（内訳）非公表

全国申請件数　非公表
全国交付決定件数　非公表

備　　考

（内訳）非公表

備　　考

全国申請件数　非公表
全国交付決定件数　非公表

申　請　件　数

１８件

３３件

３２件

全国申請件数　非公表
全国交付決定件数　432件

全国申請件数　非公表
全国交付決定件数　非公表

１４件

山形労働局 職業安定部　職業対策課

備　　考

※２月末現在

（内訳）労務相談 370件、経営相談 234件

（内訳）労務相談348件、経営相談224件

６８件

（内訳）非公表

（注）平成28年度～29年度は山形県最低賃金総合相談支援センターにおける相談・派遣件数 山形労働局 雇用環境・均等室

（内訳）非公表

１６件
全国申請件数　非公表
全国交付決定件数　非公表
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                Press Release  
 

 

 

 

 
 令和４年２月25日 

【照会先】 

職業安定局 雇用開発企画課 

課  長：中村 かおり 

課長補佐：楠田 暁夫 

（代表）03-5253-1111(内線 5816) 

（直通）03-3502-1718 

報道関係者各位 

 

 

 職業安定局 雇用保険課 

課  長：長良 健二 

課長補佐：伏木 崇人 

（代表）03-5253-1111(内線 5763) 

（直通）03-3502-6771 

 

令和４年４月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 

（注）以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚

生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。 

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロ

ナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和４年４月～６月

の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。 

令和４年７月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針 2021（令

和３年６月 18日閣議決定）」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を

検討の上、５月末までに改めてお知らせします。 
 

 
 
 
（参考１）雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufu
kin/pageL07.html 
コールセンター 0120-603-999 受付時間 9:00～21:00 土日・祝日含む 

（参考２）新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

コールセンター 0120-221-276 受付時間 月～金 8:30～20:00/土日祝 8:30～17:15 

（参考３）令和４年３月までの助成内容はこちら 

https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html 
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雇
用
調
整
助
成
金
等
・
休
業
支
援
金
等
の
助
成
内
容
（注
）

雇
用
調
整
助
成
金
等

休
業
支
援
金
等

令
和
４
年

３
月

令
和
４
年

４
～
６
月

中 小 企 業

原
則
的
な
特
例
措
置

4/
5（
9
/
1
0）

9,
00
0
円

4/
5（
9/
10
）

9,
00
0
円

地
域
特
例
（
※
２
）

業
況
特
例
（
※
３
）

4/
5（
1
0
/
1
0）

15
,0
00
円

4/
5（
10
/1
0
）

15
,0
00
円

大 企 業

原
則
的
な
特
例
措
置

2/
3（
3/
4）

9,
00
0
円

2/
3（
3/
4）

9,
00
0
円

地
域
特
例
（
※
２
）

業
況
特
例
（
※
３
）

4/
5（
1
0
/
1
0）

15
,0
00
円

4/
5（
10
/1
0
）

15
,0
00
円

（括
弧
書
き
の
助
成
率
は
解
雇
等
を
行
わ
な
い
場
合
）（
※
１
）

令
和
４
年

３
月

令
和
４
年

４
～
６
月

中 小 企 業

原
則
的
な
措
置

（※
５
）

８
割

8
,2
6
5
円

８
割

8
,2
6
5円

地
域
特
例
（※
６
）

８
割

11
,0
00
円

８
割

11
,0
00
円

大 企 業 （ ※ ４ ）

原
則
的
な
措
置

（※
５
）

８
割

8
,2
6
5
円

８
割

8
,2
6
5円

地
域
特
例
（※
６
）

８
割

1
1
,0
0
0
円

８
割

1
1
,0
0
0
円

（
※
１
）
原
則
的
な
特
例
措
置
、
地
域
・
業
況
特
例
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
令
和
３
年
１
月
８
日
以
降
の
解
雇
等
の

有
無
で
適
用
す
る
助
成
率
を
判
断
。

（
※
２
）
緊
急
事
態
措
置
を
実
施
す
べ
き
区
域
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
を
実
施
す
べ
き
区
域
（
以
下
「
重
点
措
置

区
域
」
と
い
う
）
に
お
い
て
、
知
事
に
よ
る
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
1
8条
に
規
定
す

る
基
本
的
対
処
方
針
に
沿
っ
た
要
請
を
受
け
て
同
法
施
行
令
第
1
1
条
に
定
め
る
施
設
に
お
け
る
営
業
時
間

の
短
縮
等
に
協
力
す
る
事
業
主
。

※
重
点
措
置
区
域
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
定
め
る
区
域
・
業
態
に
係
る
事
業
主
が
対
象
。

※
各
区
域
に
お
け
る
緊
急
事
態
措
置
又
は
重
点
措
置
の
実
施
期
間
の
末
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
ま
で

適
用
。

（
※
３
）
生
産
指
標
が
最
近
３
か
月
の
月
平
均
で
前
年
、
前
々
年
又
は
３
年
前
同
期
比
3
0
%
以
上
減
少
の
全
国
の
事

業
主
。

な
お
、
令
和
３
年
1
2
月
ま
で
に
業
況
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
事
業
主
は
、
令
和
４
年
１
月
１
日
以
降
に
判
定
基

礎
期
間
の
初
日
を
迎
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
段
階
で
業
況
を
再
確
認
す
る
。
ま
た
、
令
和
４
年
４
月
以

降
は
毎
月
業
況
を
確
認
す
る
。

（
※
４
）
大
企
業
は
シ
フ
ト
制
労
働
者
等
の
み
対
象
。

（
※
５
）
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
の
日
額
上
限
（
8
,2
6
5
円
）
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
設
定
。

（
※
６
）
休
業
支
援
金
の
地
域
特
例
の
対
象
は
、
基
本
的
に
雇
用
調
整
助
成
金
と
同
じ
（
左
記
※
２
）
。

な
お
、
上
限
額
に
つ
い
て
は
月
単
位
で
の
適
用
と
す
る
。

（
例
：
５
月
1
0
日
か
ら
５
月
2
4
日
ま
で
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置

→
５
月
１
日
か
ら
６
月
3
0
日
（
解
除
月
の
翌
月
末
）
ま
で
の
休
業
が
地
域
特
例
の
対
象
）

（
注
）
政
府
と
し
て
の
方
針
で
あ
り
、
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
等
の
改
正
が
必
要
。

別
紙
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■山形労働基準監督署
■米沢労働基準監督署
■村山労働基準監督署

TEL（023）624-6211
TEL（0238）23-7120
TEL（0237）55-2815

■庄内労働基準監督署
■新庄労働基準監督署

TEL（0235）22-0714
TEL（0233）22-0227

【最低賃金・最低工賃に関するお問合せ】
山形労働局労働基準部賃金室 TEL（023）624-8224・最寄りの労働基準監督署へ!

☆最低賃金引上げの環境整備のための支援措置
業務改善助成金

社会保険労務士などの専門家が、事業主の方からの労務管理上の
お悩みをお聞きし、アドバイスを行います。

《問合せ先》山形労働局 雇用環境・均等室（023-624-8228）
キャリアアップ助成金

【山形働き方改革推進支援センター】

《問合せ先》山形労働局 職業対策課（023-626-6101）

《問合せ先》0800-800-3552

【発効日：令和3年12月25日】

26円UP

26円UP

27円UP

27円UP

特定（産業別）最低賃金
ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されない
はん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業

自動車整備業
（自動車分解整備の業務に従事する者に限る）

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具
製造業

時間額

時間額

時間額

時間額

888
872
888
892

円

円

円

円

山形県の最低賃金

自動車・同附属品製造業

822円
時間額

応援します！
がんばる
中小企業。

29円
UP

【発効日：令和3年10月2日】

山形労働局・労働基準監督署 24
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（※２）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び
率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

（※３）20円コースは、令和４年1月31日で受付を終了しています。

「業務改善助成金（通常コース）」のご案内
～令和４年３月末まで申請期限を延長します～

○ 助成金受給の流れや申請先等については裏面をご覧ください。

（※1）

（※2）

（※1）

コース区分
引上

げ額

引き上げる

労働者数

助成

上限額
助成対象事業場 助成率

30円コース 30円
以上

１人 ３０万円

以下の２つの要件を
満たす事業場

・事業場内最低賃金と
地域別最低賃金の
差額が30円以内

・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金
900円未満】
４／５

生産性要件を
満たした場合は
９／１０

【事業場内最低賃金
900円以上】
３／４

生産性要件を
満たした場合は
４／５

２～３人 ５０万円
４～６人 ７０万円
７人以上 １００万円
10人以上 １２０万円

45円コース 45円
以上

１人 ４５万円
２～３人 ７０万円
４～６人 １００万円
７人以上 １５０万円
10人以上 １８０万円

60円コース 60円
以上

１人 ６０万円
２～３人 ９０万円
４～６人 １５０万円
７人以上 ２３０万円
10人以上 ３００万円

90円コース 90円
以上

１人 ９０万円
２～３人 １５０万円
４～６人 ２７０万円
７人以上 ４５０万円
10人以上 ６００万円

（※2）

（※2）

（※１）10人以上の上限額区分は、以下の①叉は②のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件：事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、

30％以上減少している事業者

（※1）

（※1）

（※1）

（※1）

『業務改善助成金（通常コース）』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い

賃金（事業場内最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、
設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）
などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

助成金の
概要

業務改善助成金 検索詳しくはHPをご覧ください！

※令和４年２月１日以降も申請を受け付けます（※３）
概 要

賃金引上げ
設備投資等に要した
費用の一部を助成設備投資等

28
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厚生労働省

◆ 「業務改善助成金コールセンター」まで、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先

（R４.２.１）

交付申請書・事業実施計画などを、
最寄りの都道府県労働局に提出 審

査

交付決定後、
提出した計画に
沿って事業実施

労働局に
事業実施結果
を報告

支給

助成金支給までの流れ

審
査

働き方改革推進支援資金

◆ 日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や
運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫

※申請先は、各労働局雇用環境・均等部（室）

ご留意頂きたい事項

◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
◆ 申請期限は令和４年３月３１日までです。

助成対象の特例

◆ PC、スマホ、タブレットの他、貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象になります。※
（※）特例事業者のうち、②生産量要件に該当する場合であって、引上げ額30円以上の場合に限ります。

電話番号：03-6388-6155 （受付時間 平日8:30～17:15）

【参考１ ： 令和４年度の業務改善助成金（通常コース）のご案内（予定）】

◆ 令和４年度においても、「令和４年２月１日からのコース」を、引き続き実施する予定です。
（※）ただし、令和４年度予算の成立が前提のため、今後変更される可能性がありますのでご注意ください。

【参考２ ： 業務改善助成金特例コースのご案内】

「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少して
いる中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金（事
業場で最も低い賃金）を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例
的に拡大し（※Bの経費）､その費用の一部を助成するものです。

助成額・助成率
引上げ
人数

１人
２～
３人

４～
６人

７人
以上

上限額 30万円 50万円 70万円 100万円
３／４助成率： 助成上限額：

特例コースの概要

助成対象 A 生産向上等に資
する設備投資等

機械設備※、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
（※PC、スマホ、タブレットの新規購入、物自動車なども対象）

B 関連する経費※ 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

■申請期限：令和4年3月31日まで
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「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等
が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日まで
の間に、事業場内最低賃金（事業場で最も低い賃金）を30円以上引き上げ※、これから設
備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し､その費用の一部を助成するも
のです。

※ 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた
場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

● 就業規則等により※、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを
定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
※就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

● 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費

（関連する経費）がある場合は、その費用も支払うことが必要です。

● 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年
4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同
期に比べ、30％以上減少している事業者

● 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げている
こと（引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。）

■申請期限：令和4年3月31日まで

「業務改善助成金特例コース」のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響で、特に業況が厳しい

中小企業事業者を支援する助成金ができました

中小企業の事業主の皆さま

業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上等に役立つ設備投資等を
行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画において計上された経費(＝関連する経
費）についても助成対象として拡充されます。

ここがポイント

支給要件

助成額・助成率 助成額 助成率

最大100万円 3／４
※対象経費の合計額×補助率3／4

助成対象

A 生産向上等に資する設備投資等
機械設備※、コンサルティング導入、人材育成・教育訓
練など
※PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象

B 関連する経費※ 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増
設など

以下Aのほか、業務改善計画に計上されたBも助成の対象となります。

※「関連する経費」は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

対象となる事業者（事業場） 以下の要件をいずれも満たす必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。
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（R4.1.12）

上限額 引き上げ
労働者数

1人 30万円

2人～3人 50万円

4人～6人 70万円

7人以上 100万円

労働局に事業実施結果を報告

交付決定後、提出した計画に沿って取り組み※2

を実施

「交付申請書・事業実施計画など」を、最寄り
の労働局雇用環境・均等部（室）に提出

（締切は令和4年3月31日（木））※1

交付額確定後、労働局に支払請求を提出

審査

支 給

※1 申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。
また、予算の範囲内で交付するため、申請期間内に
募集を終了する場合があります。

■助成金の要綱・要領や、申請書の
記載例を掲載している「申請様式」
等は、こちらからダウンロードでき
ます。

特例コースの活用

[参考]
◆日本政策金融公庫では､事業場内最低賃金の引き

上げに取り組む者に対して、設備資金や運転資金
の融資を行っています。詳しくは、事業場がある
都道府県の日本政策金融公庫の窓口に
お問い合わせください。

【担当部署】各都道府県日本政策金融公庫

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：03（6388）6155 （受付時間 平日8:30～17:15）

※2 交付決定前に行った設備投資等は助成対象となりません。

ご利用の流れ 助成額の上限

審査

特例コースの活用例 (「関連する経費」の助成対象の拡充)

デリバリーサービスを拡大 サテライトオフィスを設置

A 生産性向上等に
役立つ設備投資等

飲食店でデリバリーサービスを拡大す
るに当たり、機動的に配送できるデリ
バリー用3輪バイクを導入

サテライトオフィスを設置し、リモート
ワークの環境を整備するため、テレワー
ク関連機器を新たに導入

B 関連する経費

これまでの店舗内飲食だけでなく、さ
らにデリバリー・サービスを拡大した
ことを幅広く周知するために、広告宣
伝（広告宣伝費）を実施

テレワーク関連機器の導入に合わせて、
コピー機、プリンター、事務机・椅子等
も導入し、サテライトオフィスの業務環
境を整備

成果

配達の効率化とサービス内容の幅広い
周知により、多くの顧客を獲得し、生
産性が向上

オフィス内の業務環境全体を整備するこ
とにより、テレワークの機能性アップや
業務効率化が図られ、生産性が向上

生産性や労働能率の向上を図るための特例コースの活用例を紹介します。

お問い合わせ先

ご不明な点やご質問等について、お気軽にお問い合わせください。
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